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武雄市生活困窮者自立支援事業（自立相談支援・家計相談支援） 

委託業務に関する公募型プロポーザル実施要領 

 

本要領は、武雄市（以下「市」という）が実施する「武雄市生活困窮者自立支援事業（自立相

談支援・家計相談支援）にかかわる委託先事業者を選定するために行う公募型プロポーザル方式

の実施について必要な事項を定めるものである。 

 

１．対象事業の業務名、業務内容等 

（１）委託業務名 

武雄市生活困窮者自立支援事業（自立相談支援・家計相談支援）委託業務 

（２）業務の内容等 

「武雄市生活困窮者自立支援事業（自立相談支援・家計相談支援）委託業務仕様書」による 

（３）委託期間 

平成 27年４月１日から平成 28年３月 31日まで 

（平成 27年４月１日からのスムーズな業務遂行を図るため、事前準備に万全を期すこと） 

 （４）委託契約額の上限（税込） 

       17,600,000円  （内訳 自立相談支援 10,600,000円・家計相談支援 7,000,000円） 

 

２．契約までの全体スケジュール 

   企画提案書募集開始  平成 27年２月９日（月） 

   参加表明書提出〆切  平成 27年２月 18日（水）午後 5時 

企画提案書提出〆切  平成 27年２月 25日（水）午後 5時 

   企画提案書ヒアリング 平成 27年２月 27日（金）午後 1時 30分～ 

   委託業者採否決定通知 平成 27年３月４日（水） 

   契約締結       平成 27年３月初旬 

   委託業務打合せ    契約締結後～平成 27年３月末日 

   業務委託開始     平成 27年４月１日（水） 

 

３．プロポーザル方式の種別 

   公募型プロポーザル方式 

 

４．企画提案協議の参加資格 

事業の趣旨と内容を十分理解し、仕様書及び提案内容の確実な実施及び当該事業の普及促進に

協力することが可能な受託者を対象とする。また、併せて以下の要件を満たすこと。 

(１) 平成 27年１月１日現在、武雄市内に本店もしくは支店、営業所を有する法人であること。 

(２) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（一般競争入札の参加者の

資格）の規定に該当しないこと。 

 (３) 武雄市発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 

(４) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 



- 2 - 

 

５．企画提案競技への参加手続き 

（１）募集期間等 

     ① 実施要領等の配布期間 

       平成 27 年２月９日（月）～平成 27年２月 18 日（水）午後５時まで（ただし閉庁日

を除く） 

     ② 配布場所 

       武雄市役所くらし部福祉課（武雄市武雄町大字昭和１番地１ 武雄市役所２階）及び

武雄市ホームページ 

（２）参加表明書の提出 

企画提案競技に参加を希望する場合は、「公募型プロポーザル参加表明書」（別紙様式第 

１号）に以下の必要書類を添えて平成 27 年２月 18 日（水）午後５時（必着）までに提出

すること。 

・会社概要及び業績のわかる資料（株主向けの公開資料等） 

・公共機関等からの類似事業の受託実績一覧（公共機関名等、受託内容、期間を明記の

こと） 

 

  （３）参加資格確認結果の通知 

      参加表明書の提出を受け、参加資格要件審査をおこない「公募型プロポーザル参加資格 

確認結果通知書」にて通知する。 

 

（４）質問の受付及び回答について 

本事業に関する説明会は開催しないため、本委託業務に関する同実施要領等の内容など

についての質問は、「質問書」（別紙様式第６号）にて、ＦＡＸ又は電子メールより提出す

ること。回答については、参加表明書を提出したすべての者宛て通知する。 

 

６．企画提案書の提出 

（１）提出物及び部数 

① 企画提案書（別紙様式第７号） １部 

② 企画提案書（A４版）８部（併せて PDF形式でのデータも提出すること） 

※提案書は、別紙様式（８-１・８-２・８-３・８-４）号にて以下の内容で作成のこと。  

１-（１） 基本理念・基本方針 

１-（２） 事業運営を希望する目的・理由 

１-（３） 自立支援に対する基本的な考え方 

１-（４） 事業計画 

２-（１） 業務内容の実施方法（事業ごと） 

（相談支援業務・対象者の把握方法・他事業との連携体制・支援終結後のフ

ォローアップ 等） 

２-（２） 関係機関、団体等との連携・協力体制 
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２-（３） 周知の方法 

２-（４） 地域づくり 

３-（１） センター設置に関すること及び相談対応体制 

３-（２） 事業の実施体制 

３-（３） プライバシーの保持 

３-（４） 個人情報の管理 

４-（１） 積算内訳 

４-（２） 仕様書に含まれない内容のオプション提案（コスト発生の有無も明記のこ

と） 

③  誓約書（別紙様式第９号） 

（２）提出期限 

平成 27年２月 25日(水) 午後５時必着 

（３）提出場所 

武雄市役所 くらし部 福祉課 

〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和１番地１ 

 

７．プレゼンテーション（ヒアリング）実施 

（１）日時 

     平成 27年２月 27日（金）午後１時 30分から（予定） 

     ※応募者多数の場合、開始時間を変更する場合がある。 

（２）場所 

  武雄市役所 本庁 ３階会議室 

（３）内容 

① 提案内容に関して 20分以内で説明を受けた後、質疑応答を実施する。 

② ヒアリングの順番は、企画提案書の提出順（受付順）とする。なおヒアリング開始予定

時刻と集合時刻は別途通知する。 

③ 説明にあたっては、必要な機材は提案者で準備すること。 

 

８．委託業者の選定方法 

（１）選定委員会において選定するものとし、企画提案項目ごとに評価を行い、総合点の優れた

順に優先順位をつけたうえで、最も優れた提案者が優先交渉権を得るものとする。 

（２）総合点が満点の５割に達しない場合は、候補者として選定しないものとする。 

  （３）契約については、優先交渉権を得た提案者と協議のうえ締結することとし、協議がまとま 

らない場合は優先順位の次点の提案者と協議を行う。 

９．本業務に関する留意点 

（１）本委託業務において作成された報告書等の成果物の著作権は武雄市に帰属する。 

（２）企画提案書の作成、提出等にかかる費用は、提案者の負担とする。 

（３）提出された企画提案書は返却しない。また、提出された企画提案書は提案者に無断で使用

しないものとするが、審査作業に必要な範囲において複製を作成する。 
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10．問い合わせ先 

武雄市 くらし部 福祉課 保護係 野口、馬渡 

〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和１番地 1 

TEL：0954－23－9235（くらし部 福祉課直通)／FAX：0954－20－1355 

E-mail：fukushi@city.takeo.lg.jp 

 


